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 「みちのくでんさいサービス利用規定」（以下「本規定」という）

は、株式会社みちのく銀行（以下「当行」という）が、株式会社全

銀電子債権ネットワーク（以下「でんさいネット」という）が実施

する「電子記録債権（以下「でんさい」という）に係る電子記録に

関する業務」の一部を受託して利用者に提供する「でんさいネット

サービス」（以下「本サービス」という）の運営に際して、でんさ

いネットが定める「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」

（以下「業務規程」という）と「株式会社全銀電子債権ネットワー

ク業務規程細則」（以下「業務規程細則」という）以外に、利用者

および当行の間で必要となる事項を定めることを目的とします。 

 

第１条（サービス概要） 

１． 利用者はインターネットに接続可能な情報機器（以下「端

末機」という）を使用し、または、当行本支店窓口で所定 

   の手続きを行う方法により、でんさいネットへの各種記録  

請求および開示請求等を実施することができます。 

２． でんさいネットに記録されたでんさいの決済は支払期日

に行われ、決済資金は債務者の決済口座から払出し債務 

   者の決済口座へ入金されます。 

３． 本サービスの内容は、「業務規程」および「業務規程細則」

に規定され、これを逸脱することはできません。 

４．｢業務規程｣および｢業務規程細則｣に規定されていない事項 

については、本規定および当行の諸規定によるものとしま 

す。 

 

第２条（利用時間） 

  本サービスの利用時間はでんさいネットが「業務規程細則」に

定める営業時間のほか、当行所定の時間内とします。ただし当

行は当行所定の時間を利用者に事前の通知をすることなく変

更する場合があります。 

  利用時間は変更することがありますので、当行ホームページ上

でご確認ください。 

 

第３条（通知方法） 

  当行は利用者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確

認をすることがあります。利用者は当行からの通知等の手段と

して、郵便、電話、当行ＷＥＢサイト上への掲示、インターネ

ットメール、FAX等が利用されることに同意するものとします。 

 

第４条（サービス利用料等） 

１． 本サービスの利用にあたっては､利用者は別にお知らせし

た当行の手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を支

払うものとします。また本サービスを利用するにあたり、

必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピ

ューターその他機器等については利用者が負担するもの

とします。 

２． 当行は本サービスの手数料について新設あるいは改定す

る場合があります。ただし、実施日前に当行所定の方法に

より、その効力発生日を含め内容を掲示します。掲示され

た効力発生日以降に本サービスを利用した場合、利用者は

その内容を異議なく承諾したものとします。利用者は、こ

の新設、改定等に同意されない場合、この契約を解約する

ことができます。この場合の手続きは、第７条の規定を準

用するものとします。 

３． 本サービスの手数料は、当行所定の方法により各種預金勘

定規定の定めにかかわらず、通帳および払戻請求書または

小切手の提出なしに指定口座から自動的に引落とします。 

４． 利用契約を解約したまたは解除された元利用者による記

録事項の開示請求について 

   は、元利用者が個別の請求毎に別にお知らせした手数料を当

行に支払うものとします。 

 

第５条（利用申込） 

１． 本サービスを利用するには、本規定ならびに「業務規程」

および「業務規程細則」を熟読しその内容を理解し、その

内容が適用されることを承諾したうえで当行所定の｢利用

申込書｣に所定の事項を記載し、本条８項に定める決済口

座を開設している当行本支店窓口にて申込手続きを行う

ものとします。当行は、お客さまからこの規定の取引に係

る、当行所定の申込書の提出を受け、これを当行が承諾し

たときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとし

ます。   

 ２．「利用申込書｣とともに、でんさいネットおよび当行所定の必

要書類を添付するものとします。 

 ３．利用契約の締結要件は以下の通りとします。 

 （１）「業務規程」の利用契約締結要件をすべて満たしているこ

と。 

 （２）でんさいネットからの通知を受ける手段としてインターネ

ットメールの利用環境を常時使用できる状態で保有して

いること。 

（3）ビジネスインターネットバンキングを当行と締結している

こと。 

４． 当行は、次の場合には利用申込を承認しないことがありま

す。なお、その場合において、利用申込者は、異議を述べ

ないものとします。 

 （１）利用契約の締結要件をひとつでも満たしていないとき 

 （２）利用申込時に虚偽の事項を申出たことが判明したとき 

 （３）「業務規程」および「業務規程細則」により、当行所定の

審査をし、契約締結を行わない判断を当行がしたとき 

 （４）でんさいネットでの審査において否認となった場合 

 （５）その他当行が利用を不適当と判断したとき 

５． 利用申込の承認後であっても利用申込者が本条第４項第

１号または第２号のいずれかに該当することが判明した

場合、当行はその承認を取り消す場合があります。ただし、

承認が取消された場合でも、利用者は本サービスの利用に

より既に発生した義務について本規定、「業務規程」およ

び「業務規程細則」に従って履行する責任を免れないもの

とします。また、その場合に生じた損害について、当行は

その理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものと

します。 

６． 利用者は複数の利用申込をする場合、同一口座を決済口座

に指定することはできないものとします。 

７． 債権者利用限定特約等の申込みは以下の手続きで行うも

のとします。 

（１） 債権者利用限定特約を利用する場合、「利用申込書」の

所定の欄にその意思表示を表記するものとします。 

（２） 保証利用限定特約を利用する場合、「利用申込書」の所

定の欄にその意思表示を表記するものとします。 

 ８．決済口座 

（１） 利用者は、あらかじめ｢利用申込書｣により当行本支店

における利用者名義の口座をでんさいの決済用の口座   

    （以下「決済口座」という）として届出るものとしま 

    す。なお、決済口座の種目は当行所定の種目に限るも 

のとします。 

（２） 当行は、決済口座として届け出ることのできる口座の

種目を利用者に事前に通知することなく変更する場合

があります。 
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 ９．電子記録の請求権限の付与にかかわる制限の方法 

（１） 利用者は、自らを債務者または債権者とする発生記録

請求、自らを譲受人とする譲渡記録請求（譲渡記録請

求に随伴する保証記録請求を含む）および自らを保証

人とする保証記録請求について、これらの記録請求を

することができる取引の相手方を制限することができ

ます。 

（２） 前号を利用する場合、利用者は前号の記録請求をする

ことができる取引の相手方を登録するものとします。 

（３） この制限の登録もしくは登録が遅延したために発生す 

 るトラブルおよび損害について当行は責任を負いませ  

ん。 

１０．利用制限、利用制限解除の申出方法 

   利用者はでんさいの利用について制限をする場合および 

利用制限を解除する場合、当行所定の｢利用制限・制限解 

除届｣を当行本支店窓口に提出することとします。 

 １１．債権者請求方式の承認を得る方法 

    利用者が発生記録の請求を債権者請求方式で行う場合は、

「利用申込書」または「利用者登録情報変更届(兼変更記

録請求書)」にて当行に届出するものとします。 

 １２．債権者請求方式による発生記録請求の取扱い 

    債権者請求方式による発生記録の請求は、取引の相手方 

の窓口金融機関が債権者請求方式を取扱っており、かつ 

相手方が同方式を利用している場合に限り取扱うことが 

できます。 

 

第６条（本人確認） 

１． 本サービスの利用に際して、利用者の本人確認は、次の

方法により行うものとします。 

（１） 利用者は、本サービスの利用に際して、管理者および

担当者本人であることを確認するための利用者番号、 

    管理者 ID、担当者 IDおよびパスワードを当行所定の  

方法により届出るものとします。 

     なお、当行は利用者に対し、あらかじめ利用者番号、 

管理者 ID、担当者 ID、初回パスワードを通知します。 

（２） 利用者は、管理者および担当者各々について初回パス

ワードを当行所定の方法で変更するものとします。 

    また、その後もパスワードを変更する場合は当行所定の 

    方法で変更するものとします。 

（３） 本サービス利用の際、当行は利用者から送信された利

用者番号、管理者 ID、担当者 IDおよびパスワードと、 

    あらかじめ当行が登録した利用者番号、管理者 ID、 

    担当者 IDおよびパスワードの一致を確認することに 

より本人確認を行います。 

２． 利用者が、利用者番号、管理者 ID、担当者 IDおよびパス

ワードを失念、紛失または盗難にあった場合は、すみや

かに当行所定の手続きにより当行へ届出ください。この

届出に対し当行は本サービスの利用停止等の措置を講じ

ます。なお、当行はこの届出前に生じた損害について責

任を負いません。 

３． 本サービスの利用について、当行に届出たパスワードと

異なるパスワードを、当行所定の回数以上連続して入力 

   された場合、本サービスの利用を中止いたします。本サ  

   ービスの再開は、当行所定の手続きを行ってください。 

 

第７条（利用者による利用契約の解約） 

１． 本規定に基づく契約は利用者の申し出により解約できま

す。その場合は利用者から当行本支店窓口に所定の「利用

契約解除届」を提出するものとします。 

２． 解約は「業務規程」に定められた状態に達したときに有効

となります。 

３． 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を  

   負担している場合は、解約手続き終了時までに全額を支    

払うものとします。 

 

第８条（当行またはでんさいネットによる利用契約の解除） 

１． 当行は利用者が「業務規程」第１６条第１項に定められた

以下の事由に該当する場合には、当該利用者に係る利用契

約を解除できるものとします。 

（１） 「業務規程」第１８条第１項に規定する債務者利用停

止措置を受け、または業務規程等に繰り返し違反しも

しくは違反した状態が継続する等、でんさいネットお

よび当行の運営を損なう行為があった場合 

 （２）破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合 

 （３）「業務規程」第１２条第１項（同項第７号に掲げる事由を

除く）、本条第２項また 

    は第３項に規定する要件を満たさなくなった場合 

 （４）死亡した場合 

 （５）公序良俗に違反する行為を行った場合 

 （６）決済用の預金口座が強制解約された場合、その他「業務規

程」第１２条第４項に規定する利用契約の締結要件を満た

さなかった場合 

 （７）でんさいネットが当行との間の業務委託契約を解除する場

合 

 （８）その他でんさいネットまたは当行が前各号に準ずると認め

た場合 

２．本規定第５条第３項に定める締結要件を満たさない場合。 

３．前２項により当行が利用契約を解除する場合は、利用者に

通知するものとします。なお、当行が解除の通知を利用者

の届出の住所に宛てて送付した場合に、その通知が利用者

の受領拒否、転居先不明等の理由により利用者に到着しな

い場合、または延着した場合は、通常到着すべきときに到

着したものとみなします。 

 

第９条（届出事項の変更） 

１． 利用者は「業務規程」および「業務規程細則」に定められ

た届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法

により当行本支店窓口に届出るものとします。また、変更

の届出は当行の変更手続きが完了後に有効となります。な

お、この届出の前に生じた損害については利用者が全ての

損害を負うものとし、当行は責任を負いません。 

２． 利用者がこの届出を怠ったことにより不利益を被った場

合、当行は一切の責任を負わないものとします。 

３． 当行が利用者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、

または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るな

どの利用者の責めに帰すべき事由により、これらが延着し

または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達

したものとみなします。 

 

第１０条（発生記録、譲渡記録、保証記録請求の方法） 

  発生記録、譲渡記録、保証記録の請求は、利用者が端末機によ

り行い、「業務規程」第２６条または第２７条に基づき、それ

ぞれの電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供

しなければならないものとします。 

  

第１１条（発生記録以外の記録がされていないでんさいに対する 

変更記録請求の方法） 
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１． 発生記録もしくは発生記録に伴う信託の電子記録以外の

記録または債務者請求方式 

  もしくは債権者請求方式による請求の予約がされていない 

でんさいに係る以下の事項についての変更記録請求は、債 

権者（信託の電子記録を削除する旨の請求においては受託 

者）または債務者の双方がそれぞれ行うことができます。 

 （１）支払期日 

 （２）支払金額 

 （３）「業務規程」第３０条第１項第９号に規定する事項 

 （４）発生記録（発生記録に伴う信託の電子記録がなされている 

場合には発生記録および信託記録）を削除する旨 

 ２．本条第１項の変更記録の申請は、端末機により行うことがで

きます。 

 ３．変更記録は相手方の承認により成立します。利用者が本条に

基づく変更記録の請求をした日を含む５銀行営業日の間に相

手方から承認されなかった場合、変更記録はされません。 

 

第１２条（でんさいの決済） 

１． でんさいに係る債務支払いは｢業務規程｣および｢業務規程

細則」の規定により行われます。 

２． 口座間送金決済時､利用者は決済口座に支払期日の前日ま

でに決済資金を留保するものとします。 

３． 支払期日の１４時以降に決済資金を決済口座へ入金した

場合、口座間送金決済の処理が間に合わなくなる可能性が

あります。この結果、支払不能措置の対象となった場合、

当行の故意、過失による場合以外は異議なきものとします。 

４． 決済口座の残高が別の支払の結果、口座間送金決済の資金

に満たなかった場合、当行の過失による場合以外は利用者

は支払不能措置の対象となることに異議なきものとしま

す。 

５． 同一日に複数の引落しがある場合の決済口座からの引落

し順序は、該当口座のその他の引落し明細も含めて、当行

の任意とします。 

６． 利用者は債権者または債務者として口座間送金決済の中

止の申し出をすることができます。この場合、決済口座の

ある当行本支店窓口へ所定の書類にて申し出るものとし

ます。 

７． 当行は利用者が「業務規程」第４４条に定められた事由に

該当した場合には、口座間送金決済を中止します。 

８． 本条第１項から第７項の場合に当行の故意・過失によるも

のを除き、口座間送金決済がなされたことまたはなされな

かったことに関して利用者に生じた損害について、当行は

責任を負いません。 

  

第１３条（電子記録の訂正または回復の通知の方法） 

１． 利用者は、自己の請求に係る電子記録について、「業務規

程細則」第３６条第１項に規定する事由があることを知っ

た場合は、直ちに当行に対し申し出するものとします。 

２． 当行は前項の申し出によりその経緯、事実関係を調査しで

んさいネットへ記録の訂正・回復を依頼します。 

 

第１４条（死亡した個人利用者の利用契約を承継した旨の届出方法

および添付書類） 

１． 利用者が死亡したとき該当利用者の利用契約を承継する

場合は、相続人等が承継するものとします。 

２． 本条第１項の相続人等がでんさい取引の承継の届出をす

る場合、相続人等は当行所定の相続手続きに必要な書類を

でんさい取引の承継手続きのための「利用者承継届」と併

せて当行に提出するものとします。 

 

第１５条（他の者に利用契約を承継させる場合の届出方法） 

１． 利用者が合併または分割により利用者登録事項に変更が

生じる場合、承継者が当行所定の｢届出事項変更届｣の他、

当行所定の書類と併せて、でんさいの利用者登録事項を変

更するための「利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)」

を当行に提出するものとします。 

２． でんさいの利用者登録事項の変更については、提出いただ

いた書類等で本サービスの新規申込時に準じた審査を当

行で行い 本サービス利用者の要件を満たしているかを確

認します。 

 

第１６条（利用者に破産手続開始の決定等の事由が生じた場合の届 

出方法） 

１． 利用者は破産手続開始の決定、その他「業務規程細則」第

１２条で定める事由が生じた場合には遅滞なく、「破産手 

    続開始決定通知書」の写し等その事実がわかる確認書類と  

ともに当行に届出するものとします。 

  ２．当行は本条第１項の届出に基づき、利用制限登録をするも 

のとします。 

 

第１７条（支払不能処分終了後の債権者利用限定特約の解除の届

出方法） 

 １．「業務規程」第１８条の規定により債務者利用停止措置とな

った利用者は、「業務規程細則」で規定されている期間が経

過した場合、当行所定の「利用者登録情報変更届（兼変更記

録請求書）」により｢債権者利用限定特約｣の解除を申請する

ことができます。 

２． 本条第１項の申請を受けて当行は本サービスの新規申込

時に準じた審査を行い、本サービス利用者の要件を満た 

   しており､かつ当行が解除が妥当と判断した場合､｢債権者 

   利用限定特約｣の解除をします。 

 

第１８条（異議申立） 

１． 利用者は支払不能に関して異議を申し立てることができま

す。 

２． 異議の申立は原則支払期日の前銀行営業日までとします。

ただし、口座間送金決済が未了の場合は支払期日当日も異

議の申立を受付します。 

３． 異議の申立は当行所定の「異議申立書」によって行うもの

とします。利用者はこの「異議申立書」を当行本支店窓口

に提出するものとします。 

４． 当行は異議申立により口座間送金決済を中止するものとし

ます。 

５． 利用者が異議申立を行う場合は、対象となった支払不能分

でんさいの債権金額相当額の金銭（以下「異議申立預託金｣

という）を支払期日の前日の窓口受付時刻までに当行に預

け入れたときに効力を生ずるものとします。 

６． 本条第５項にかかわらず利用者は｢不正作出｣が異議申立の

理由であるときは、異議申立預託金の免除を当行に申し立

てることができます。 

 

第１９条（債権記録に記録されている事項の通常開示の請求方法お

よび通常開示の方法） 

１． 利用者は債権記録に記録されている記録事項の開示請求

を端末機を使用し、開示のために必要な条件を入力するこ

とにより行うことができます。 

２． 開示結果は、利用者が開示請求を行った端末機の画面上に

表示することにより、利用者に通知するものとします。 
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３． 元利用者が開示請求を行った際に提供された情報の開示

については、開示請求を行った請求者本人による請求によ

って行うことができます。この際 当行所定の書類を添付

し「開示請求（記録事項）」により開示請求を行うものと

します。 

 

第２０条（記録請求に際して提供された情報の通常開示の請求方法

および通常開示の方法） 

１． 利用者は記録請求の際して提供された情報の開示請求を

端末機を使用し、開示のために必要な条件を入力すること 

  により行うことができます。 

２． 開示結果は、利用者が開示請求を行った端末機の画面上に

表示することにより、利用者に通知するものとします。 

３． 元利用者が開示請求を行った際に提供された情報の開示

については、開示請求を行った請求者本人による請求によ

って行うことができます。この際 当行所定の書類を添付

し「開示請求書（提供情報）」により開示請求を行うもの

とします。 

 

第２１条（取引の移管） 

１． 決済口座の取引を利用者の都合で当行の本支店に移管す

る場合、本規定に基づく契約は解約となりますので、取引

移管後も本サービスを利用する場合には、取引移管後の決

済口座で新たに契約の手続きを行ってください。 

２． 決済口座の取引が店舗の統廃合等、当行の都合で移管され

た場合、原則として本規定に基づく契約は新しい取引店に

移されます。ただし、利用者に連絡のうえ個別の対応とさ

せていただく場合もありますので予めご了承ください。 

 

第２２条（免責事項、損害賠償等） 

１． 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等

の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取

り扱いが遅延、不能となった場合、そのために生じた損害 

  については、当行は責任を負いません。 

２． 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等

がなされたことにより利用者のパスワード､取引情報等が 

   漏洩した場合､そのために生じた損害については､当行は 

   責任を負いません。 

３． 利用者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホー

ムページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対

策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について

承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用

を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正

使用があってもそのために生じた損害については当行は

責任を負いません。 

４． 利用者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法

な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該利用

者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。 

５． 当行が当行およびでんさいネットに提出された各種申込

書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持っ

て 照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、 

  それらの申込書等につき偽造、変造、盗用その他事故があ 

っても、そのために生じた損害については、当行は責任を 

   負いません。 

６． 当行が各種請求に関する書面または諸届出書類に使用さ

れた印影または署名を当行に届出た印鑑、署名鑑と相当の 

   注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った 

   場合には、その請求に関する書面または諸届出書類につき、 

偽造、変造、その他のいかなる事故があっても、そのため 

に利用者に生じた損害については、当行は責任を負いませ 

ん。 

７． 当行が、利用者のＩＤ、パスワード等の本人確認のための

情報が窓口金融機関に登録されたものと一致することを

本条第６項の方法により確認し、相違ないと認めて取扱い

を行った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事

故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのた

めに利用者に生じた損害については、当行は責任を負いま

せん。 

   

     

第２３条（サービス内容・規定等の変更） 

１． 当行がＷＥＢ上やその他の方法により定める個別規定は本

規定の一部を構成します。 

    本規定と掲示・個別規定が矛盾抵触する場合には、原則と 

して本規定が優先するものとします。 

２． この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化そ

の他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548

条の 4の規定に基づき変更するものとします。 

３． 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後

の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当

行ウェブサイトへの掲載、またその他相当の方法で公表す

ることにより、周知します。 

４． 前 3 項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過

した日から適用するものとします。 

    

第２４条（利用者情報の取扱い） 

１． 当行は、債権記録および当該債権記録に記録された電子記

録の請求にあたって提供された情報、支払不能情報その他

利用者に関する情報（以下「利用者情報」という）につい

て、漏えい、滅失、改ざん等が生じないよう適切に管理す

るとともに、次の目的のために、利用者情報を利用するも

のとします。 

（１） 参加金融機関業務を実施するため 

（２） でんさいの円滑な流通の確保のため 

（３） 当行の与信取引上の判断のため 

（４） 当行および当行の提携会社等の金融機関業務の達成

に必要範囲で利用するため 

２． 前項の規定にかかわらず、利用者情報のうち支払不能情報

については、本条第１号から第３号までに定める目的以外

では利用いたしません。 

３． 当行は、次に掲げる場合を除き、本条第１項第１号から第

４号に規定する目的のため、でんさいネットまたは他の参

加金融機関、他の利用者等の第三者に利用者情報を提供す

る場合は、あらかじめ利用者または、元利用者（以下「利

用者等」という）の同意を得るものとします。 

（１） 法令に基づく場合 

（２） 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある

場合であって、利用者等の同意を得ることが困難である

とき 

（３） 国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂

行することに対して協力する必要がある場合であって、

利用目的を利用者等に通知し、または公表することによ

り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

第２５条（個人情報の取扱い） 

１． 当行は第２４条の他、本サービスの利用者の個人情報につ

いて、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で

利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が法令
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等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で

利用いたしません。 

（１） 業務内容 

① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替

業務およびこれらに付随する業務 

② 銀行代理業務、投資信託販売業務、公共債販売業務、

保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業

務等、法律により銀行が営むことができる業務および

これらに付随する業務 

③ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付

随する業務（今後取扱いが認められる業務含む） 

（２） 利用目的 

① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申

込の受付のため 

② 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサ

ービスをご利用いただく資格等の確認のため 

③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な

お取引における管理のため 

④ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のた

め 

⑤ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービ

スの提供にかかる妥当性の判断のため 

⑥ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機

関（個人の返済能力に関する情報の収集および与信事

業を行う個人情報取扱業者に対する当該情報の提供を

業とするものをいう。以下同じ）に提供する場合等、

適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するた

め 

⑦ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部に

ついて委託された場合等において、委託された当該業

務を適切に遂行するため 

⑧ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務

の履行のため 

⑨ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等

による金融商品やサービスの研究や開発のため 

⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関

する各種ご提案のため 

⑪ 銀行代理業務にかかる所属銀行、提携会社等の商品や 

     サービスの各種ご提案のため 

⑫ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため 

⑬ 銀行が営む業務に付随して発生する監査・決算・内部

管理等の手続を履行するため 

⑭ 法令等を遵守するため 

⑮ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行す

るため 

   

※ 法令等に基づく利用目的の限定について 

① 銀行法施行規則第１３条の６の６等により、個人信用

情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能

力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外

の目的に利用・第三者提供いたしません。 

 ②銀行法施行規則第１３条の６の７等により、人種、信 

条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴について 

の情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営の確 

保、その他の必要と認められる目的以外の目的に利 

用・第三者提供いたしません。 

 

第２６条（海外からの利用） 

  本サービスは原則として国内からのご利用に限るものとし、利 

用者は海外からのご利用については、各国の法令、事情、その 

他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただ 

けない場合があることに同意するものとします。 

 

第２７条（関係規定の適用．準用） 

本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘 

定規定等関係する規定により取扱いします。これらの規定と 

本規定との矛盾抵触する場合には、本サービスに関しては本 

規定が優先的に適用されるものとします。 

 

第２８条（サービスの休止） 

当行は、別にお知らせしたサービス休止日時以外は、休止の 

時期及び内容について本規定第３条の通知方法によりお知ら 

せします。 

 

第２９条（準拠法） 

  本規定の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本法が適 

用されるものとします。 

 

第３０条（合意管轄） 

本規定の利用に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必 

要とする場合には、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所 

を管轄裁判所とします。 

 

以上 


